
 

 

 

 SusHi  Tech Tokyo 2024 グロ ーバルス タ ート アッ プ 

プロ グラ ム実行委員会会則 

 

（ 目 的）  

第１ 条 こ の会則は、 SusHi  Tech Tokyo 2024 グロ ーバルス タ ート アッ ププロ グラ ム

実行委員会設置要綱（ 以下「 要綱」 と いう 。 ） に基づき 設置さ れた、 SusHi  Tech 

Tokyo 2024 グロ ーバルス タ ート アッ ププロ グラ ム実行委員会（ 以下「 委員会」 と い

う 。 ） の運営に必要な事項を 定める 。  

 

（ 定足数）  

第２ 条 委員会は、 委員の半数以上の出席をも って成立する 。  

 

（ 代理出席）  

第３ 条 委員が出席でき ない場合は、 委任状（ 様式） によ り 代理人を たてる こ と がで

き る 。  

 

（ 議決事項）  

第４ 条 委員会は、 次の事項を議決する 。  

（ １ ） 会則の制定及び改廃に関する こ と 。  

（ ２ ） 事業計画の策定及び事業報告の承認に関する こ と 。  

（ ３ ） 予算の編成及び決算の承認に関する こ と 。  

（ ４ ） 委員の任命及び解任に関する こ と 。  

（ ５ ） その他委員会の運営に関する 重要な事項に関する こ と 。  

２  議決事項は、 出席し た委員（ 代理出席を含む。 ） の過半数をも って決し 、 可否同

数のと き は、 委員長の決する と こ ろによ る 。  

３  委員長が必要と 認める 場合は、 事前に送付し た議案に対し 書面をも っ て評決し 、

委員会の議決に代える こ と ができ る 。  

 

（ 経 費）  

第５ 条 委員会の運営に必要な経費は、 負担金その他の収入を も っ て充てる 。  

 

（ 謝金の支払い）  

第６ 条 事務局は、実行委員会の委員に定める 者であっ て実行委員会に出席し た者に

対し 、 謝金を 支払う こ と ができ る 。 こ の場合、 謝金額については、 東京都総務局外

部講師謝金支払基準に準じ て支払う 。  

 

（ 残余財産）  



 

 

第７ 条 委員会が解散する と き に存する 残余財産は、 東京都の負担金の残余と し て東

京都に還付する 。  

 

（ 守秘義務）  

第８ 条 プロ グラ ム の実施及び委員会の活動において情報を知り 得た者は、 その情報

を 委員長の許可なく 、 第三者に開示も し く は漏洩し 、 ま たは委員会の活動以外の目

的に使用し てはなら ない。  

 

（ 補 則）  

第９ 条 こ の会則に定める も ののほか、 こ の会則の施行に必要な事項は、 委員長が別

に定める 。  

 

 

 

  



 

 

様式 

 

 

委 任 状 
 

（ SusHi  Tech Tokyo 2024 グロ ーバルス タ ート アッ ププロ グラ ム実行委員会）  

 

 

 

 

（ 代 理 人）  

 

団体・ 職名                  

 

氏   名                  

 

 

 

上記のも のを 代理人と 定め、 委任し ま す。  

 

 

 

 

   年   月   日 

 

 

 

（ 委任者）  

 

団体・ 職名                       

 

氏   名                       

 

 

 


